
特別管理産業廃棄物一覧表

産業廃棄物の種類 施   設 

基   準 

（・の数値は、検液１ℓに含まれる物質量の

基準値（ｍｇ）で、これを超えるものが

特別管理産業廃棄物となる） 

廃 油 

令第２条の４第１号 

 ○産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽

油類 

廃 酸 

令第２条の４第２号 

 ○ｐＨが 2.0 以下のもの 

廃アルカリ 

令第２条の４第３号 

 ○ｐＨが 12.5 以上のもの 

感染性産業廃棄物 

令第２条の４第４号 

・病院 

・診療所 

・衛生検査所 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・助産所 

・動物の診療施設 

・国又は地方公共団体の試験研究機関（ 

医学、歯学、薬学、獣医学に係るもの）

・大学及びその付属試験研究機関（医学、

歯学、薬学、獣医学に係るもの） 

・学術研究又は製品の製造若しくは技術

の改良、考案若しくは発明に係る試験

研究を行う研究所（医学、歯学、薬学、

獣医学に係るもの） 

○感染性産業廃棄物（感染性病原体が含ま

れ、若しくは付着している廃棄物又はこ

れらのおそれのある廃棄物）であって、

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ

スチック類、ゴムくず、金属くず、又は

第２条第７号若しくは第１３号に掲げる

廃棄物（事業活動に伴って生じたもの）

廃ＰＣＢ等 

令第２条の４第５号イ 

 ○廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油 

ＰＣＢ汚染物 

令第２条の４第５号ロ 

 ○汚泥（事業活動等発生物に限る）のうち、

ＰＣＢが染み込んだもの 

○紙くず（事業活動等発生物に限る）のう

ち、ＰＣＢが塗布され、又は染み込んだ

もの 

○木くず（事業活動等発生物に限る）のう

ち、ＰＣＢが染み込んだもの 

○繊維くず（事業活動等発生物に限る）の

うち、ＰＣＢが染み込んだもの 

○廃プラスチック類（事業活動等発生物に

限る）のうち、ＰＣＢが付着し、又は封

入されたもの 

○金属くず（事業活動等発生物に限る）の

うち、ＰＣＢが付着し、又は封入された

もの 

○陶磁器くず（事業活動等発生物に限る）

のうち、ＰＣＢが付着したもの 

○がれき類（事業活動等発生物に限る）の

うち、ＰＣＢが付着したもの 

ＰＣＢ処理物 

令第２条の４第５号ハ 

○廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ汚染物を処分する

ために処理したもの 

 廃油の場合 

 ・0.5（試料 1㎏中の値） 

 廃酸又は廃アルカリの場合 

 ・0.03（試料 1ℓ中の値） 

 廃プラスチック類又は金属くずの場合 

 ・ＰＣＢが付着している又は封入されて

いること 

 陶磁器くずの場合 

 ・ＰＣＢが付着していること 

 上記以外の場合 

 ・0.003 



廃水銀等及び当該廃水銀等

を処分するために処理した

もの（環境省令で定める基

準に適合しないものに限

る。） 

令第２条の４第５号ニ 

①・水銀若しくはその化合物が含まれて 

 いる物又は水銀使用製品廃棄物から水 

 銀を回収するための施設 

 ・水銀使用製品の製造の用に供する施 

 設 

 ・灯台の回転装置が備え付けられた施 

 設 

 ・水銀を媒体とする測定機器（水銀使 

 用製品を除く。）を有する施設 

 ・国又は地方公共団体の試験研究機関 

 ・大学及びその附属試験研究機関 

 ・学術研究又は製品の製造若しくは技 

  術の改良、考案若しくは発明に係る 

  試験研究を行う研究所 

②・廃棄物処理施設等 

・①の施設において生じた廃水銀等（水銀

 使用製品が産業廃棄物となったものに封

 入された廃水銀等を除く。） 

・水銀若しくはその化合物が含まれている

 産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄

 物となったものから②で回収した廃水銀

処分するために処理したも

の 

 水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴

って生じた残さであるもの 

鉱さい 

令第２条の４第５号へ 

 ・アルキル水銀化合物     検出 

・水銀又はその化合物     0.005 

・カドミウム又はその化合物  0.09 

・鉛又はその化合物      0.3 

・六価クロム化合物      1.5 

・砒素又はその化合物     0.3 

・セレン又はその化合物    0.3 

処分するために処理したも

の（廃酸又は廃アルカリの

場合） 

 ・アルキル水銀化合物     検出 

・水銀又はその化合物     0.05 

・カドミウム又はその化合物  0.3 

・鉛又はその化合物      1 

・六価クロム化合物      5 

・砒素又はその化合物     1 

・セレン又はその化合物    1 

処分するために処理したも

の（廃酸又は廃アルカリ以

外の場合） 

 ・アルキル水銀化合物     検出 

・水銀又はその化合物     0.005 

・カドミウム又はその化合物  0.09 

・鉛又はその化合物      0.3 

・六価クロム化合物      1.5 

・砒素又はその化合物     0.3 

・セレン又はその化合物    0.3 

廃石綿等 

令第２条の４第５号ト

飛散するおそれがあるもの

・石綿建材除去事業 

（建築物その他の工作物に用いられる材

料であって石綿を吹き付けられ、又は含

むものの除去を行う事業） 

○吹き付け石綿 

○建築材料であって石綿を含む次のもの 

 ・石綿保温材 

 ・けいそう土保温材 

 ・パーライト保温材 

 ・接触、気流、振動等により石綿が飛散

するおそれのある保温材、断熱材及び

耐火被覆材 

○石綿建材除去事業用具類 

・特定粉じん発生施設 ○特定粉じん発生施設で集じん施設により

集められたもの 

○特定粉じん発生施設で使用された用具類

・輸入されたもの ○集じん施設により、集められた石綿（輸

入されたものに限る） 

○廃棄された防じんマスク等石綿が付着し

ているおそれのある用具、器具（輸入さ

れたものに限る） 

ばいじん、燃え殻 

令第２条の４第５号チ、リ
「特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（ばいじん、燃え殻）」参照 

廃油 

令第２条の４第５号ヌ 
「特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（廃油）」参照 

汚泥、廃酸、廃アルカリ 

令第２条の４第５号ル 
「特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（汚泥、廃酸、廃アルカリ）」参照 



ばいじん 

令第２条の４第６号 

輸入された廃棄物の焼却施設（処理能力

が 200kg/h 以上又は火格子面積が 2 ㎡以

上の焼却施設に限る）において発生する

ばいじんであって集じん施設によって集

められたもの及び当該ばいじんを処分す

るために処理したもの 

環境大臣が定める方法（平成４年７月厚生

省告示第１９４号第１号に定める方法）に

より処理されていないもの 

イ 溶融設備を用いて溶融したうえで固化

するとともに、溶融に伴って生じる汚泥

又はばいじんについてもハからホまでの

いずれかの方法により処理する方法 

ロ 焼成設備を用いて焼成することにより

重金属が溶出しないように化学的に安定

した状態にするとともに、焼成に伴って

生ずる汚泥又はばいじんについてもハか

らホまでのいずれかの方法により処理す

る方法 

ハ セメント固化設備を用いて重金属が溶

出しないよう化学的に安定した状態にす

るために十分な量のセメントと均質に練

り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は

成形したものを養生して固化する方法 

ニ 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤

と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しない

よう化学的に安定した状態にする方法 

ホ 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた

上で脱水処理を行うとともに、当該沈澱

物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥につ

いて、重金属が溶出しない状態にし、又

は製錬工程において重金属を回収する方

法 

ばいじん、燃え殻 

令第２条の４第７号 

（ダイオキシン類） 

政令別表第３の１４の項に掲げる施設に

おいて輸入された廃棄物の焼却に伴って

生じたばいじん又は燃え殻及びこれらの

廃棄物を処分するために処理したもの 

ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 

処分するために処理したも

の 

 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 

汚泥 

令第２条の４第８号 

（ダイオキシン類） 

政令別表第３の１４の項に掲げる施設に

おいて輸入された廃棄物の焼却に伴って

生じた汚泥及び当該汚泥に処分するため

に処理したもの 

ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 

処分するために処理したも

の 

 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 

ばいじん 

（輸入された廃棄物である

ものに限る） 

令第２条の４第９号 

 集じん施設により集められたもの 

燃え殻 

令第２条の４第１０号 

（ダイオキシン類） 

（輸入された廃棄物である

ものに限る） 

 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 

汚泥 

令第２条の４第１１号 

（ダイオキシン類） 

（輸入された廃棄物である

ものに限る） 

 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 



特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（ばいじん、燃え殻） 

廃棄物 

物 質 名 及 び 基 準 値 

物    質    名 

アルキル

Ｈｇ
4)

総Ｈｇ
4) 1,4- 

ｼﾞｵｷ ｻﾝ
4)

Cd Pb
Cr 

(VI)
AS Se DXN

基準値 1)

ばいじん、燃え殻 2)  N.D．

 5) 
0.005 0.5 0.3 0.3 1.5 0.3 0.3 3 

処理物 3)
廃酸、廃アルカリの場合 N.D． 0.05 5 1 1 5 1 1 0.1

廃酸、廃アルカリ以外の場合 N.D． 0.005 0.5 0.09 0.3 1.5 0.3 0.3 3 

排    出    源 
適     用 

施     設 規     模 

ばいじん

3. 金属精練又は無機化学工業

品製造用焙焼炉、焼結炉及び煆

焼炉 

原料処理能力 1t/h 以上 

○ ○  ○  ○ ○ ○

4. 金属の精錬の用に供する溶

鉱炉、転炉及び平炉 

原料処理能力 1t/h 以上 
       ○

5. 金属精練又は鋳造用の溶解

炉 

火格子面積；1 ㎡以上 

羽口面断面積；0.5 ㎡以上 

バーナ燃焼能力；重油 50ℓ/h 以上 

変圧器定格容量；200KVA 以上のい

ずれかものもの 

○ ○  ○ ○   ○

9. 窯業製品製造用焼成炉及び

溶融炉 

火格子面積；1 ㎡以上 

バーナ燃焼能力；重油 50ℓ/h 以上 

変圧器定格容量；200KVA 以上のい

ずれかのもの 

   ○ ○  ○ ○

10. 無機化学工業品又は食料品

製造用反応炉及び直火炉 
○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

11. 乾燥炉（Cu、Pb、Zn 精製用、

トリポリ燐酸ナトリウム製造

用は除く） 

○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

12. 製鉄、製鋼又は合金鉄若し

くはカーバイトの製造用電気

炉 

変圧器定格容量；1,000KVA 以上 

   ○ ○ ○  ○

14. 銅、鉛又は亜鉛の精錬用の

焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転

炉、溶解炉及び乾燥炉 

原料処理能力；0.5t/h 以上 

火格子面積；0.5 ㎡以上 

羽口面断面積；0.2 ㎡以上 

バーナ燃焼能力；重油 20ℓ/h 以上の

いずれかのもの 

   ○ ○  ○ ○

15. カドミウム系顔料又は炭酸

カドミウム製造用の乾燥施設

容量 0.1 ㎥以上 
   ○    ○

21. 燐、燐酸、燐酸肥料又は複

合肥料の製造用反応施設、濃

縮施設、焼成炉及び溶解炉 

燐鉱石処理能力；80kg/h 以上 

バーナ燃焼能力；重油 50ℓ/h 以上 

変圧器定格容量；200KVA 以上のい

ずれかのもの 

   ○

23. トリポリ燐酸ナトリウムを

製造する反応施設、乾燥炉及

び焼成炉 

原料処理能力；80kg/h 以上 

火格子面積；1 ㎡以上 

バーナ燃焼能力；重油 50ℓ/h 以上の

いずれかのもの 

   ○

24. 鉛の第二次精錬又は鉛の

管、板若しくは線の製造用溶

解炉 

バーナ燃焼能力；重油 10ℓ/h 以上 

変圧器定格容量；40KVA 以上のいず

れかのもの 

    ○  ○

25. 鉛蓄電池製造用の溶解炉 バーナ燃焼能力；重油 4ℓ/h 以上 

変圧器定格容量；20KVA 以上のいず

れかのもの 

    ○

26. 鉛系顔料製造用溶解炉、反

射炉、反応炉及び乾燥施設 

容量；0.1 ㎥以上 

バーナ燃焼能力；重油 4ℓ/h 以上 

変圧器定格容量；20KVA 以上のいず

れかのもの 

    ○

※２ 製鋼（鋳鋼を除く）電気炉 変圧器の定格容量；1,000VA 以上         ○

※４ アルミニウム合金製造焙

焼炉、溶解炉、乾燥炉 

焙焼炉及び乾燥炉；原料処理能力

0.5t/h 以上 

溶解炉；容量 1t 以上 

        ○

○３ 汚泥（ＰＣＢ汚染物、ＰＣ

Ｂ処理物除く）の焼却施設 

処理能力 5 ㎥/日超、200kg/h 以上

又は火格子面積 2㎡以上の施設 
  ○       

○５ 廃油（廃ＰＣＢ等除く）の

焼却施設 

処理能力 1 ㎥/日超、200kg/h 以上

又は火格子面積 2㎡以上の施設 
  ○       

○13-2 産業廃棄物（汚泥廃油、

廃プラ、廃ＰＣＢ除く）の焼

却施設 

処理能力 200kg/h 以上又は火格子

面積 2 ㎡以上の施設   ○       

ばいじん

燃 え 殻

廃プラスチック類焼却施設 処理能力0.1t/日を超え又は火格子

面積 2 ㎡以上の施設 
   ○ ○ ○  ○

産業廃棄物焼却施設 処理能力 200kg/h 以上又は火格子

面積 2 ㎡以上の施設 
     ○ ○

廃棄物焼却炉である特定施設 処理能力 50kg/h 以上又は火格子面

積 0.5 ㎡以上の施設 
        ○

1) 基準値ｍｇ／ℓ（溶出量）。ただし「処理物の廃酸、廃アルカリ」はｍｇ／ℓ（含有量）及びＤＸＮの「ばいじん、燃え殻、その処理物」はｎｇ－ＴＥＱ／ｇ（含

有量） 

2) 国内で生じたものであって、表中の排出源の施設から生じたもの 

3) 1)を処分するために処理したもの 

4) アルキル水銀化合物（アルキルＨｇ）、水銀又はその化合物（総Ｈｇ）、1,4-ジオキサンは、燃え殻の場合対象とならない。 

5) 環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 

(注) 施設番号は大気汚染防止法施行令別表第１による。 

   ※印の施設番号はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第１による。 

   ○印の施設番号は廃棄物処理法施行令別表第３による。 



特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（廃油） 

物    質    名 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ス
１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
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レ
ン

１
，
１
，
１
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
，
２
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

チ
ラ
ウ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

ベ
ン
ゼ
ン

セ
レ
ン

１
，
４
―
ジ
オ
キ
サ
ン

 基 準 値 6)

〔mg/ℓ（溶出量）〕 

廃溶剤 1) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ― ― ― ※3) ― ※3)

処理物 2)

廃溶剤の場合 ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ※3) ― ― ― ※3) ― ※3)

廃酸、廃アルカ

リの場合 
1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 ― ― ― 1 ― 5 

廃油、廃酸、廃

アルカリ以外の

場合 
0.3 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 ― ― ― 0.1 ― 0.5

排    出    源 
適     用 

業    種 施    設 

19. 紡績業又は繊維製

品製造業若しくは加

工業 

ト 染色施設 

チ 薬液浸透施設 

○

○

○

○

   ○

○

○

○

○

○

21. 化学繊維製造業 ハ 原料回収施設   ○   ○        ○  ○

23. パルプ、紙又は紙加

工品製造業 

リ セロハン製膜施設              ○

23 の 2. 新聞業、出版

業、印刷業又は製版業

現像洗浄施設等 ○ ○ ○   ○ ○ ○

28. カーバイト法アセ

チレン誘導品製造業 

ホ 塩化ビニルモノマー洗

浄施設 

    ○

33. 合成樹脂製造業 イ 縮合反応施設 

ニ 静置分離器 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

37. 前６号以外の石油

化学工業 

チ エチレンオキサイド又

はエチレングリコール製造

施設の蒸留施設及び濃縮施

設 

               ○

38 の 2. 界面活性剤製

造業 

反応施設 
               ○

41. 香料製造業 ロ 抽出施設 ○ ○ ○ ○  ○ ○       ○

47. 医薬品製造業 ニ 混合施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      ○  ○

49. 農薬製造業 混合施設          ○

50. 第２条各号に掲げ

る物質に含有する試

薬製造業 

試薬製造施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○  ○

51. 石油精製業 ホ 潤滑油洗浄施設 ○     ○ ○ ○

53. ガラス又はガラス

製品製造業 

イ 研磨洗浄施設   ○     ○

66. 電気めっき施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66 の 2. エチレンオキサイド又は 1,4-ジオキサンの混

合施設 

○

67. 洗濯業 洗浄施設 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

71 の 2. 科学技術に関

する研究、試験、検査

又は専門教育を行う

事業場で環境省令で

定めるものに設置さ

れるそれらの業務の

用に供する施設 

イ 洗浄施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○  ○

71 の 5. トリクロロエ

チレン、テトラクロロ

エチレン又はジクロ

ロメタンによる洗浄

施設 

○ ○ ○

写真感光材料製造業 溶解施設   ○

その他物質による表面処理

施設 

◎ ◎ ○ ○ ○ ● ◎ ○      ○  ○

廃油の蒸留施設 4)
               ○

塗装施設 5)
               ○

1) 国内で生じたものであって、表中の排出源の施設から生じたもの 

2) 1)を処分するために処理したもの 

3) 濃度に関係なく特別管理産業廃棄物となる。 

4) 1,4-ジオキサンの回収を行うものに限る。 

5) 1,4-ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設において生じたものに限る 

6) 「処理物の廃酸、廃アルカリ」はｍｇ／ℓ（含有量） 

●トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は 1.1.1-トリクロロエタンによる表面処理 

◎トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる表面処理 

(注) 業種番号と施設番号は水質汚濁防止法施行令別表第１による 

   基準値は、総理府令第５号（ダイオキシン類は環境省令）、廃棄物処理法施行規則別表第２（廃酸、廃アルカリ）による。 



特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（汚泥、廃酸、廃アルカリ） 

物     質     名 

ア

ル

キ

ル

Hg

総

Hg

Cd Pb 有
機
Ｐ

Cr

(VI)

As CN PCB ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ス
１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
，
１
，
１
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
，
２
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

チ
ラ
ウ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

ベ
ン
ゼ
ン

セ
レ
ン

１
，
４
―
ジ
オ
キ
サ
ン

Ｄ
Ｘ
Ｎ

基  準  値 1)

汚泥の場合 2) N.D.4) 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

廃酸、廃アルカリ 

の場合 2)
N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

処理物 3)

廃酸、廃

アルカリ

の場合 

N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

廃酸、廃

アルカリ

以外の場

合 

N.D. 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

排       出       源 
適              用 

業     種 施     設 

19. 紡績業又は繊維

製品製造業若しく

は加工業 

ト 染色施設 

チ 薬液浸透施設 

リ のり抜き施設 

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

21. 化学繊維製造業 イ 湿式紡糸施設 

ロ リンター又は未製錬

繊維の薬液処理施設

ハ 原料回収施設 

○

○

○ ○ ○ ○

22. 木材薬品処理業 ロ 薬液浸透施設 ○ ○

23. パルプ、紙、紙

加工品製造業 

イ 原料浸せき施設 

ニ 蒸解施設 

ホ 蒸解廃液濃縮施設 

ヘ チップ及びパルプ洗

浄施設 

ト 漂白施設 

チ 抄紙施設 

リ セロハン製膜施設 

ヌ 湿式繊維板成型施設

ル 廃ガス洗浄施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

23 の 2. 新聞業、出

版業、印刷業又は

製版業 

現像洗浄施設等 ○ ○ ○ ○ ○ ○

24. 化学肥料製造業 イ ろ過施設 

ロ 分離施設 

ハ 水洗式破砕施設 

ニ 廃ガス洗浄施設 

ホ 湿式集じん施設 

○

○

○

○

○

25. 水銀電解法によ

るか性ソーダ又は

か性カリ製造業 5)

イ 塩水精製施設 

ロ 電解施設 

○

○

○

○

26. 無機顔料製造業 イ 洗浄施設 

ロ ろ過施設 

ハ カドミウム系無機顔

料製造施設のうち遠

分離機 

ホ 廃ガス洗浄施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

27. 前２号以外の無

機化学工業製品製

造業 5)

イ ろ過施設 

ロ 遠心分離機 

ヘ 青酸反応施設のうち

反応施設 

ヌ 廃ガス洗浄施設 

ル 湿式集じん施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

28. カーバイト法ア

セチレン誘導品製

造業 

イ 湿式アセチレンガス

発生施設 

ホ 塩化ビニルモノマー

洗浄施設 

○5) ○5)

○

○

29. コールタール製

品製造業 

イ ベンゼン類硫酸洗浄

施設 

ロ 静置分離器 

○

○



物     質     名 

ア

ル

キ

ル

Hg

総

Hg

Cd Pb 有
機
Ｐ

Cr

(VI)

As CN PCB ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ス
１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
，
１
，
１
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
，
２
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

チ
ラ
ウ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

ベ
ン
ゼ
ン

セ
レ
ン

１
，
４
―
ジ
オ
キ
サ
ン

Ｄ
Ｘ
Ｎ

基  準  値 1)

汚泥の場合 2) N.D.4) 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

廃酸、廃アルカリ 

の場合 2)
N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

処理物 3)

廃酸、廃

アルカリ

の場合 

N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

廃酸、廃

アルカリ

以外の場

合 

N.D. 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.09 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

排       出       源 
適              用 

業     種 施     設 

31. メタン誘導品製

造業 

イ メチルアルコール又

は四塩化炭素の製造

施設のうち蒸留施設

ハ フロンガス製造施設

のうち、洗浄施設及

びろ過施設 

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

32. 有機顔料又は合

成染料製造業 

イ ろ過施設 

ロ 顔料又は染色レーキ

の製造施設のうち、

水洗施設 

ハ 遠心分離機 

ニ 廃ガス洗浄施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

33. 合成樹脂製造業 イ 縮合反応施設 

ロ 水洗施設 

ハ 遠心分離機 

ニ 静置分離器 

ホ フッ素樹脂製造施設

のうち、ガス冷却洗

浄施設及び蒸留施設

リ 廃ガス洗浄施設 

ヌ 湿式集じん施設 

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

34. 合成ゴム製造業 イ ろ過施設 

ロ 脱水施設 

ハ 水洗施設 

ニ ラテックス濃縮施設

ホ スチレン・ブタジエ

ンゴム、ニトリル・

ブタジエンゴム又は

ポリブタジエンゴム

の製造施設のうち、

静置分離器 

チ エチレンオキサイド

又はエチレングリコ

ールの製造施設のう

ち、蒸留施設及び濃

縮施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

35. 有機ゴム薬品製

造業 

イ 蒸留施設 

ロ 分離施設 

ハ 廃ガス洗浄施設 

○

○

○

37. 前６号以外の石

油化学工業 

イ 洗浄施設 

ロ 分離施設 

ハ ろ過施設 

ニ アクリロニトリルの

製造施設のうち、急

冷施設及び蒸留施設

ホ アセトアルデヒド、

アセトン、カプロラ

クタム、テレフタル

酸又はトリレンジア

ミン製造施設のうち、

蒸留施設 

ヘ アルキルベンゼン製

造施設のうち、酸又

はアルカリによる処

理施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



物     質     名 

ア

ル

キ

ル

Hg

総

Hg

Cd Pb 有
機
Ｐ

Cr

(VI)

As CN PCB ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ス
１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
，
１
，
１
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
，
２
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

チ
ラ
ウ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

ベ
ン
ゼ
ン

セ
レ
ン

１
，
４
―
ジ
オ
キ
サ
ン

Ｄ
Ｘ
Ｎ

基  準  値 1)

汚泥の場合 2) N.D.4) 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

廃酸、廃アルカリ 

の場合 2)
N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

処理物 3)

廃酸、廃

アルカリ

の場合 

N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

廃酸、廃

アルカリ

以外の場

合 

N.D. 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

排       出       源 
適              用 

業     種 施     設 

37. 前６号以外の石

油化学工業 

ト イソプロピルアルコ

ール製造施設のうち、

蒸留施設及び硫酸濃

縮施設 

チ エチレンオキサイド

  又はエチレングリコ

  ールの製造施設のう

  ち、蒸留施設及び濃

  縮施設 

ヌ シクロヘキサノン製

造施設のうち、酸又

はアルカリによる処

理施設 

ヲ ノルマルパラフィン

製造施設のうち、酸

又はアルカリによる

処理施設及びメチル

アルコール蒸留施設

ヨ メチルメタアクリレ

ートモノマー製造施

設のうち、反応施設

及びメチルアルコー

ル回収施設 

タ 廃ガス洗浄施設 ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

38 の 2. 界面活性剤

製造業 

反応施設 ○

41. 香料製造業 イ 洗浄施設 

ロ 抽出施設 ○ ○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

43. 写真感光材料製

造業 

感光剤洗浄施設 ○

46. 第２８号から前

号までに掲げる事

業以外の有機化学

工業製品製造業 

イ 水洗施設 

ロ ろ過施設 

ニ 廃ガス洗浄施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

47. 医薬品製造業 ロ ろ過施設 

ハ 分離施設 

ニ 混合施設 

ホ 廃ガス洗浄施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

49. 農薬製造業 混合施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50. 第２条各号に掲

げる物質を含有す

る試薬製造業 

試薬製造施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51. 石油精製業 イ 脱塩施設 

ロ 原油常圧蒸留施設 

ハ 脱硫施設 

ニ 揮発油、灯油又は軽

油の洗浄施設 

ホ 潤滑油洗浄施設 ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○
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Ｄ
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基  準  値 1)

汚泥の場合 2) N.D.4) 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

廃酸、廃アルカリ 

の場合 2)
N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

処理物 3)

廃酸、廃

アルカリ

の場合 

N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

廃酸、廃

アルカリ

以外の場

合 

N.D. 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

排       出       源 
適              用 

業     種 施     設 

51 の 2. 自動車用タ

イヤ若しくは自動

車用チューブ製造

業、ゴムホース製

造業、工業用ゴム

製品製造業、再生

タイヤ製造業又は

ゴム板製造業 

直接加硫施設 ○

53. ガラス又はガラ

ス製品製造業 

イ 研磨洗浄施設 

ロ 廃ガス洗浄施設 

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○

58. 窯業原料精製業 イ 水洗式破砕施設 

ロ 水洗式分別施設 

ハ 酸処理施設 

ニ 脱水施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

61. 鉄鋼業 イ タール及びガス液分

離施設 

ロ ガス冷却洗浄施設 

○ ○

○

62. 非鉄金属製造業 イ 還元そう 

ロ 電解施設 

ニ 水銀精製施設 

ホ 廃ガス洗浄施設 

ヘ 湿式集じん施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

63. 金属製品製造業

又は機械器具製造

業 

イ 焼入れ施設 

ロ 電解式洗浄施設 

ハ カドミウム電極又は

鉛電極の化成施設 

ニ 水銀精製施設 

ホ 廃ガス洗浄施設 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

64. ガス供給業又は

コークス製造業 

イ タール及びガス液分

離施設 

ロ ガス冷却洗浄施設 

○

○

○

○

65. 酸又はアルカリによる表面処理施設 ○ ○ ○ ○ ○

66. 電気めっき施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66 の 2. エチレンオキサイド又は 1,4-ジオキサ

ンの混合施設 
○

66 の 3. 旅館業 ハ 入浴施設 ○

67. 洗濯業 洗浄施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

68. 写真現像業 現像洗浄施設 ○ ○

71 の 2. 科学技術に

関する研究、試験、

検査又は専門教育

を行う事業場で環

境省令で定めるも

のに設置されるそ

れらの業務の用に

供する施設 

イ 洗浄施設 

ロ 焼入れ施設 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 の 5. トリクロロエチレン、テトラクロロエ

チレン又はジクロロメタンによる洗浄施設 

○ ○ ○

71 の 6. トリクロロエチレン、テトラクロロエ

チレン又はジクロロメタンの蒸留施設 

○

写真感光材料製造業 溶解施設 ○

石油精製業 改質施設 ○ ○
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基  準  値 1)

汚泥の場合 2) N.D.4) 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

廃酸、廃アルカリ 

の場合 2)
N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

処理物 3)

廃酸、廃

アルカリ

の場合 

N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

廃酸、廃

アルカリ

以外の場

合 

N.D. 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

排       出       源 
適              用 

業     種 施     設 

トリニトロレゾルシン鉛製造施設 ○

青化法精製施設 ○

石油製品製造業 蒸留施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃油 イ 蒸留施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アセチレン精製施設 ○ ○

その物質による表面処理施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン

による表面処理施設 

○

含有塗料の塗装施設 ○

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は

1,1,1-トリクロロエタンによる表面処理施設 

○

指定下水汚泥 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※１ 硫酸パルプ又は亜硫酸パルプ製造の塩素

又は塩素化合物漂白施設 

○

※２ カーバイト法アセチレン製造のアセチレ

ン洗浄施設 

○

※３ 硫酸カリウム製造施設のうち、廃ガス洗浄

施設 

○

※４ アルミナ繊維製造施設のうち、廃ガス洗浄

施設 

○

※５ クロロエチレン（別名：塩化ビニル又は塩

化ビニルモノマー）製造施設のうち、二塩

化エチレン洗浄施設 

○

※６ カプロラクタム製造施設のうち、硫酸濃縮

施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄

施設 

○

※７ クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製

造施設のうち、水洗浄施設、廃ガス洗浄施設

○

※８ 4－クロロフタル酸水素ナトリウム製造施

設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗

浄施設 

○

※９ 2,3－ジクロロ－1,4－ナフトキノン製造

施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設 

○

※10 ジオキサジンバイオレット製造施設のう

ち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体

分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元

誘導体洗浄施設 

○

※11 アルミニウム又はその合金製造焙焼炉等

の発生ガス処理施設のうち、廃ガス洗浄施

設、湿式集じん施設 

○

※12 亜鉛回収施設のうち、精製施設、廃ガス洗

浄施設、湿式集じん施設 

○

※13 廃棄物焼却炉（火床面積が０．５㎡以上又

は焼却能力が５０ｋｇ／ｈ以上のもの）の発

生ガス処理施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿

式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚

水又は廃液を排出するもの 

○

※14 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物分解施設、Ｐ

ＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物洗浄施設又は分

離施設 

○



物     質     名 

ア

ル

キ

ル

Hg

総

Hg

Cd Pb 有
機
Ｐ

Cr

(VI)

As CN PCB ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ス
１
，
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
，
１
，
１
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
１
，
２
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
，
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

チ
ラ
ウ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

ベ
ン
ゼ
ン

セ
レ
ン

１
，
４
―
ジ
オ
キ
サ
ン

Ｄ
Ｘ
Ｎ

基  準  値 1)

汚泥の場合 2) N.D.4) 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

廃酸、廃アルカリ 

の場合 2)
N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

処理物 3)

廃酸、廃

アルカリ

の場合 

N.D. 0.05 0.3 1 1 5 1 1 0.03 1 1 2 0.2 0.4 10 4 30 0.6 0.2 0.6 0.3 2 1 1 5 0.1

廃酸、廃

アルカリ

以外の場

合 

N.D. 0.005 0.09 0.3 1 1.5 0.3 1 0.003 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04 1 0.4 3 0.06 0.02 0.06 0.03 0.2 0.1 0.3 0.5 3

排       出       源 
適              用 

業     種 施     設 

※15 担体付き触媒の製造（塩素又は塩化水素化

合物を使用するものに限る。）の用に供する

焼成炉から発生するガスを処理する施設の

うち、廃ガス洗浄施設 

○

※16 担体付き触媒（使用済みのものに限る。）

から金属の回収（ソーダ灰を添加してばい焼

炉で処理する方法及びアルカリによる抽出

する方法（ばい焼炉で処理しないものに限

る。）によるものを除く。）の用に供する施設

のうち、次に掲げるもの 

  ・ろ過施設 

  ・精製施設 

  ・廃ガス洗浄施設 

○

※17 フロン類（特定物質の規制等によるオゾン

層の保護に関する法律施行令別表１の項、３

の項及び６の項に掲げる特定物質をいう。）

の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その

他環境省令で定める方法に限る。＊１）の用

に供する施設のうち、次に掲げるもの 

  ・プラズマ反応施設 

  ・廃ガス洗浄施設 

  ・湿式集じん施設 

  （＊１ 廃棄物混焼法、液中燃焼法、過熱蒸

気反応法） 

○

1) 基準値ｍｇ／ℓ（溶出量）。ただし「廃酸、廃アルカリ」、「処理物の廃酸、廃アルカリ」はｍｇ／ℓ（含有量）及びＤＸＮの「汚泥、その処理物」はｎｇ－ＴＥＱ／ｇ（含有量） 

2)  国内で生じたものであって、表中の排出源の工場又は事業場から生じたもの 

3) 1)を処分するために処理したもの 

3) 環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 

5) 25、は削除。27 は前２号を前号に改める。28 ホの Hg に係る○は削除。ただし、水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 

(注) 業種番号と施設記号は水質汚濁防止法施行令別表第１による。 

   ※印の業種番号と施設記号はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第２による。 

   基準値は、総理府令第５号（ダイオキシン類は環境省令）、廃棄物処理法施行規則別表２（廃酸、廃アルカリ）による。


